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新年度にお子さまが小学校へ入学予定の保護者のみなさまへ 

 

和歌山市教育委員会 

和歌山市では、お子さまが学校で楽しく勉強できるように、学用品費や給食費などにかかる

費用の一部を援助できる「就学援助制度」があります。 

そのうちの新入学児童生徒学用品費等を入学前に支給します。 

 

新入学児童生徒学用品費等の入学前支給の対象となる方 

次の①～③すべてに該当する方 
 

①和歌山市に住所を有し、令和８年度に和歌山市立の小学校・義務教育学校もしくは和歌山大学教育

学部附属小学校に入学を予定している 

※私立小学校に入学予定の場合は対象になりません。 
 

②就学援助の認定基準で「準要保護」に該当する 

（児童扶養手当全部受給または令和７年度所得（令和６年１月～１２月中の所得）が認定基準額以下） 

※認定の審査については教育委員会で行います。 

認定基準については別紙「就学援助のお知らせ」を参照ください。 
 

③申請から入学までに世帯状況・住所・入学学校に変更がない 

※変更予定がある方は、今回の申請はご遠慮ください。入学後でも申請できます。 

 

援助の内容 
 

・支給額   新入学児童生徒学用品費等６８，６９０円（小学校入学予定のお子さま一人につき） 
 

・支給日   令和８年３月上旬（予定） 
 

・支給方法  和歌山市から申請者（保護者）の口座に振込み 

 

申請手続き 

下記のとおり申請してください。（提出書類等については裏面に記載してあります。） 
 

○申請期間 

  令和８年１月１３日（火）～１月２３日（金） ８：３０～１７：１５ 

※１／１７（土）・１／１８（日）は９：００～１６：００に受付しています。 

※申請期間以降の受付は一切いたしませんのでご注意ください。(入学後の申請は可) 
 

○申請手続き場所 

  和歌山市教育委員会 学校支援課（和歌山市役所１１階）に直接持参 

  ※郵送不可。学校受付不可。 
 

○審査結果 

  令和８年２月下旬から３月上旬に和歌山市教育委員会から郵送により通知いたします。 

 

就学援助費（新入学児童生徒学用品費等）の入学前支給について 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注意事項 
・新入学児童生徒学用品費等の入学前支給後から入学までに就学援助が取消になった場合は、返金となり

ます。 

・今回の申請期間を過ぎても入学後４月に学校で就学援助の申請をして認定となりましたら、７月に同様

の新入学児童生徒学用品費等を支給します。 

・生活保護受給中のお子さまは、生活保護費により入学準備金が支給されますので新入学児童生徒学用品

費等の入学前支給の申請手続きは必要ありません。 

・所得の有無に関わらず、所得の申告がなされていない場合（保護者及び同一世帯家族内で１７歳 （現

高校２年生）以上の方全員）は、教育委員会で所得状況を確認できませんので、申請前に必ず申告をし

てください。 ※令和７年１月１日以前から本市在住の方は、市役所２階市民税課で申告できます。 

・区外通学をされる方は、新入学児童生徒学用品費等の入学前支給の申請までに必ず区外通学許可手続き

を完了してください。 

 

提出書類等 ※申請される方必須   

① 令和８年度和歌山市就学援助認定申請書（新入学児童生徒学用品等入学前支給）  

② 和歌山市就学援助口座振込依頼書 

※記入及び添付書類貼付けが必要です。（通帳レスの方は、金融機関名、支店名、口座名義人、

口座番号がわかる画面をスクリーンショットしたものを印刷し、添付してください。） 

※①②は学校支援課（市役所１１階）もしくは各小学校にて配布します。ただし提出先は学校支援課のみになります。 

添付書類 ※該当する方のみ必要 
  

＜賃貸にお住まいの場合＞ 

・賃貸借契約書の写し（契約者、住所、賃料の内訳のわかる面） 

・家賃を支払った領収書（直近のもの）（引き落としの通帳の写しでも可） 

※通帳レスの方は、引き落としされていることがわかる画面をスクリーンショットしたものを印刷

してください。 
 

＜児童扶養手当全部受給者の場合＞※児童手当ではありません 

・児童扶養手当証書の写し（有効期限の入った面と氏名、金額の入った面） 

全部受給者額…月額４６，６９０円(子ども１人)、５７，７２０円(子ども２人)、 

以降１人追加毎に＋１１，０３０円 

※最新の証書は令和７年１０月下旬にこども家庭課から配布されます。 
 

＜令和７年１月２日以降に和歌山市に転入し、児童扶養手当全部受給者ではない場合＞ 

・令和７年度所得証明書（令和６年１月～１２月分の所得） 

転入前の市町村発行分の令和７年度所得証明書（令和６年１月～１２月分の所得）を、保護者及び同居

家族（同一世帯家族）内で１７歳（現高校２年生）以上の方全員分提出してください。 
 

＜同一生計家族の方が、和歌山市以外に住民票がある場合＞ 

・お住まいの市町村発行の世帯全員分の住民票 
 

＜世帯に身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる場合＞ 

 ・手帳の写し（氏名、障害等級のわかる面） 
 
 ※上記以外にも別途必要なもののご提出をお願いする場合があります。 

 

両方必要です 

お問い合わせ先 和歌山市教育委員会 学校支援課（市役所１１階） 

〒６４０－８５１１ 和歌山市七番丁２３番地 

電話 （０７３）４３５－１１３９ 


